
 

神奈川区連合町内会自治会連絡協議会 

（11月定例会） 
          

日時：令和６年 11月 18日（月）午後１時 30分から 

 

１ 岐部会長あいさつ 

 

２ 鈴木区長あいさつ 

 

３ 警察・消防 定例報告 

 

（１） 神奈川県警察交番等整備基本計画について （神奈川警察署地域課） 

 

（２） 刑法犯認知状況について       （神奈川警察署生活安全課） 

 

（３） 交通事故発生状況について        （神奈川警察署交通課） 

 

（４） 火災・救急等の状況について          （神奈川消防署） 

 

４ 議題 

 

（１） 第 40回神奈川区社会福祉大会について 

【情報提供】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（２） 横浜市の公園が禁煙になることについての周知チラシの掲示について      

【掲出依頼】（みどり環境局公園緑地管理課） 

 

（３） 消防団員募集ちらしの掲出について 

               【掲出依頼】（神奈川消防署総務・予防課） 

 

（４） 令和７年神奈川区消防出初式について 

【情報提供】（神奈川消防署総務・予防課） 

 

（５） 大雪時の環状２号線予防的通行止め規制について 

【情報提供】（神奈川土木事務所） 



 

（６） 「新たな横浜市地震防災戦略」（素案）に係る市民意見募集の実施に 

ついて                  【市民意見募集】（総務課） 

 

（７） 第 50回衆議院議員総選挙の御協力に対する御礼について 

【御礼】（総務課） 

 

（８） エコハマ（横浜市エコ家電応援キャンペーン第２弾）早期終了に伴う、 

広報チラシの掲示板掲出終了について    【協力依頼】（区政推進課） 

 

（９） 第 10期神奈川区地域づくり大学校開講報告及び地域づくり大学校 

  祝 10周年記念イベントの開催について   【情報提供】（区政推進課） 

 

（10）横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の方向けのマイナ保険証 

  専用コールセンターについて         【情報提供】（保険年金課） 

 

（11）災害時要援護者名簿の提供に関する新規協定締結等について        

【協力依頼】（福祉保健課） 

 

（12）横浜市保健活動推進員の推薦について   【推薦依頼】（福祉保健課）  

 

（13）令和７・８年度横浜市環境事業推進委員の推薦について 

【推薦依頼】（資源循環局神奈川事務所） 

 

（14）第 35期横浜市スポーツ推進委員候補者の推薦について 

     【推薦依頼】（地域振興課） 

 

（15）一般廃棄物処理基本計画「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」への御協力の御礼に 

  ついて            【情報提供】（資源循環局神奈川事務所） 

 

（16）令和６年度「自治会町内会のための講習会」事例発表収録動画の You  

Tube配信について              【情報提供】（地域振興課） 

 

（17）自治会町内会デジタルツール展示・相談会について 

【御案内】（地域振興課） 

 

 



（18）消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

 【掲出依頼】（地域振興課） 

  

（19）第 13回神奈川区小学校音楽フェスティバルについて 

 【情報提供】（神奈川区青少年指導員協議会事務局） 

 

※（２）・（６）・（８）・（10）・（12）・（13）・（14）・（15）・（16）・（17）は市連会

からの議題です。 

 

 

５ その他 

 

（１） 年末年始のごみと資源物の収集日程について 

【10月議題：掲出依頼】（資源循環局神奈川事務所） 

※ 11 月配送便にて送付、掲示板への掲出をお願いします。 

 
 

 

 
≪12・１月定例スケジュール≫           （地域振興課） 
 
① 12月区連定例会について 
  例年どおり休会です。 
 

② 12月の配送便（白袋）について               
    例年どおり休止です。 

 
③１月区連定例会について                

◇日時：令和７年１月 17日（金）13時 30分～ 
◇場所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

       
④ １月の配送便（白袋）について               

    １月の配送便は１月 25日（土）までに送付予定です。 
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議  題 

 

１ 第 40回神奈川区社会福祉大会について 

 

「第 40回神奈川区社会福祉大会」を以下のとおり開催します。 
 

◇日時：令和７年２月５日（水）午後 

◇場所：神奈川公会堂 

◇内容：第１部 社会福祉功労者感謝状贈呈式 

第２部 活動発表（予定） 
＊詳細は調整中のため、決まり次第別途ご案内いたします。 

 

 

 ※提供資料はありません。 

 

 

【問合せ先】 

  神奈川区社会福祉協議会 担当：原田・佐野  電話：311-2014 FAX：313-2420  
 

 

  

２ 横浜市の公園が禁煙になることについての周知チラシの 

掲示について                
 

「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」を目指し、子どもたちが安

全に安心して遊べる環境を確保するとともに、多くの方が集い、憩う公園で、受動喫煙

対策を進めるため、横浜市公園条例の一部改正し、禁止行為に「喫煙をすること」を追

加しました。令和７年４月から横浜市の公園は禁煙となります。このことについて、広

く市民の皆様にお知らせするため広報チラシを作成しました。 

つきましては、11月の配送便にてチラシをお送りいたしますので、掲示板への掲出を

お願いいたします。 

 

 

 

【問合せ先】 

  みどり環境局 公園緑地管理課 担当：井上・入本 電話：671-2642 FAX：550-3916 

情報提供 

掲出依頼 
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３ 消防団員募集ちらしの掲出について 
 

 

  消防団は、消火活動のみならず、地震や風水害等の多数の動員を必要とする大規模災

害発生時に非常に重要な役割を果たしており、「自らの地域は自ら守る」という精神に

基づき、幅広い活動を行っています。 

  神奈川消防団では随時団員を募集しています。各自治会・町内会長におかれまして

は、お住いの地域の災害に強いまちづくりのために、住民の皆様に向けて消防団員募集

に御協力いただければと存じます。 

つきましては、11月の配送便にてちらしをお送りいたしますので、掲示板への掲出を

お願いいたします。 

 

 【掲出依頼期間】 

  令和７年３月 31日（月）まで  

※長期の掲出依頼となります。可能な期間で構いませんので御協力をお願いします。 

 

【問合せ先】 

神奈川消防署 総務・予防課 消防団係 担当：天野・林  電話・FAX：316-0119 

 

 
４ 令和７年神奈川区消防出初式について 

 

   
令和７年の新春にあたり、神奈川区の安心・安全を誓うため、防災機関、関係団体等

の士気の高揚を図ることを目的として挙行します。 
 
【概 要】 

  ◇日  時：令和７年１月 11日(土) 10：00～12：00 

  ◇場  所：反町公園 

※雨天時は式典のみ関係者を対象として区役所５階大会議室において実施し、屋外イ 

ベントは中止します。 

    ◇実施内容：①式典：表彰 

        ②演技等：区内学校演技、消防総合演技、一斉放水 

③消防ふれあい：車両展示、消防車両乗車体験、ミニ防衣着装体験、 

はしご車搭乗体験(事前申込)等 

  
※資料提供は連長までです。 
 
【問合せ先】 

神奈川消防署 総務・予防課 庶務係 担当：丸茂・中川  電話・FAX：316-0119 

情報提供 

掲出依頼
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５ 大雪時の環状２号線予防的通行止め規制について 

 
 

大雪時の神奈川区内における環状２号線予防的通行止め規制について、お知らせしま 

す。 

大雪時の路面凍結による事故防止および安全な道路交通の確保を図るため、環状２号

線本線の対象区間において予防的通行止め規制を実施する場合があります。なお、側道

はご利用いただけます。 

予防的通行止め規制を実施する場合は、神奈川土木事務所ホームページ、神奈川区役

所 X、総務局危機管理室 X などで情報提供をいたします。  

通行規制により地域の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、ご理解とご協力

の程、よろしくお願いいたします。 

  つきましては、11 月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関係資料を１部お送り

いたします。 

 

【概 要】 

区内規制対象区間：環状２号線本線 

菅田入口交差点付近～羽沢横浜国大駅付近 

 

【問合せ先】 

神奈川土木事務所 担当：川崎・遠藤  電話：491-3363 FAX：491-7205 

 

 

 

６ 「新たな横浜市地震防災戦略」（素案）に係る市民意見募 

集の実施について              
 

横浜市では、令和６年能登半島地震の状況などを踏まえ、市の地震防災対策を強化す

るため、新たな取組や重点施策などを盛り込んだ「新たな地震防災戦略」の検討を進め

ています。12月中旬に素案を公表し、市民の皆様から広く御意見をいただくための市民

意見募集を行いますので、事前にお知らせします。 

  つきましては、11 月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関係資料を１部お送り

いたします。 

 

 

 

【問合せ先】 

総務局 防災企画課 担当：阿武・田岡  電話：671-4096 FAX：641-1677 

 

情報提供 

市民意見

募  集 
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７ 第 50回衆議院議員総選挙の御協力に対する御礼について 
 

 

日ごろから、各種選挙の執行に際し、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

10月 27日(日)に行われた、このたびの第 50回衆議院議員総選挙につきましては格別 

な御協力を賜り、無事に選挙を執行することができました。重ねて、御礼申し上げます。 

引き続き、各種選挙事務への御理解御協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【参考】（小選挙区）投票率 53.47％（令和３年：53.83％） 

 
 
※資料提供は連長までです。 

 
 
【問合せ先】 

総務課 統計選挙係 担当：金川・水越・奥村  電話：411-7014 FAX：411-7018 
 

 

 

 

８ エコハマ（横浜市エコ家電応援キャンペーン第２弾） 

早期終了に伴う、広報チラシの掲示板掲出終了について 

          

   

令和６年６月から実施していたエコハマ（横浜市エコ家電応援キャンペーン第２弾）

は 11月５日（火）に早期終了いたしました。つきましては、令和６年５月に掲出依頼

をした広報チラシを自治会町内会の掲示板から撤去していただきますよう、ご協力をお

願いいたします。 

 

 

※資料提供は連長までです。 
 

 

 

【問合せ先】 

脱炭素・GREEN×EXPO推進局 脱炭素ライフスタイル推進課 担当：東田・安室 

   電話：671-2661 FAX：550-4838 

 

協力依頼 

御  礼 
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９ 第 10期 神奈川区地域づくり大学校開催報告及び地域 

づくり大学校祝 10周年記念イベントの開催について 

 

 

【① 開講・受講生の報告】 

第 10期地域づくり大学校は、様々な想いを持って参加されている 28名（自治会町内

会からのご推薦：３名）の受講生とともに 10月に開講を迎えました。地域づくり大学

校の様子を区ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。 

 

神奈川区地域づくり大学校の様子はこちらをご覧ください。 

（二次元コードを読み込みいただくか、 

「神奈川区地域づくり大学校」で検索してください） 

 

【② 地域づくり大学校祝 10周年記念イベントのご案内】 

  令和 7年２月の最終講（第 5講）にて、地域づくり大学校祝 10周年記念イベントを

開催いたします。これまでの 10年を振り返り、これからの地域づくりに向けて、「自治

会町内会活動と地域活動の掛け算」を、自治会町内会の皆さまをお招きして、地域づく

り大学校の受講生・卒業生との交流を通じて、これからの自治会町内会活動に若い世代

を巻き込むためのアイデアを出し合い、皆で学ぶ場にできればと考えています。 

 
【地域づくり大学校祝 10周年記念イベント】 

 □日時：令和 7年２月 16日（日）13：00～17：00 

 □場所：神奈川区役所５階 大会議室 

 □参加対象者：イベントにご関心のある各地区連合会長、単位町内会長 

        及び 自治会町内会役員の方 

※詳細は、令和 7年 1月の区連定例会にて、改めてお知らせいたします。 

 

 

※提供資料はありません。 

 

 

【問合せ先】 

 区政推進課 地域力推進担当：髙橋・宮城・後藤  電話：411-7026  FAX：314-8890 

 

 

 

 

情報提供 
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10 横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の方向けのマイ  

ナ保険証専用コールセンターについて 

 

 

本年 12月２日で、横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の紙（プラスチック）

の健康保険証の新規交付が廃止され、マイナ保険証の利用が原則となりますが、横浜市

国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者様向けにマイナ保険証移行に係る専用コ

ールセンターを設置しましたので、ご案内します。 

つきましては、11月の配送便にて参考までに各自治会町内会長様あて資料を１部お送

りいたします。 

 

 

 

 

【問合せ先】 

 <国民健康保険> 健康福祉局 保険年金課   担当：二瓶・稲川・日景 

電話：671-2422 FAX：664-0403 

<後期高齢者医療> 健康福祉局 医療援助課 担当：杉田・藤井・伊藤 

電話：671-2409 FAX：664-0403   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供
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11 災害時要援護者名簿の提供に関する新規協定締結等に 

ついて                   

 

神奈川区では発災時に要援護者の安否確認や避難・救出活動が円滑に行われるよう、

地域における要援護者支援の取組を支援する一環として、希望する自治会町内会と協定

を締結し、災害時要援護者名簿を提供しています。（現在、109自治会町内会と協定締結

済み） 

今回、協定未締結の自治会町内会長様あてに受付期間等のお知らせを郵送でお送りし

ます。また、各町会での要援護者支援の取組についてアンケートを依頼します。 

 

【お知らせの概要】 

 １ 新規協定締結のお願い 

   ◇対  象：令和７年度から新規に災害時要援護者名簿の受領を希望する町会 
   ◇受付期間：令和６年 12月２日（月）から令和７年１月 31日（金）まで 

◇申込方法：福祉保健課までご連絡ください。 
  ２ アンケートへの御協力のお願い 
    令和７年１月 31日（金）までに回答をお願いいたします。 
 
※協定未締結の自治会町内会長様あてに 11月下旬ごろに福祉保健課から郵送します。 

 

 

※提供資料はありません。 

 

 

【問合せ先】 

福祉保健課 運営企画係 担当：山口・氏家・砂子 

  電話：411-7131 FAX：316-7877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力依頼 
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12 横浜市保健活動推進員の推薦について 

 

現在委嘱している保健活動推進員の方々は、令和７年３月 31日をもちまして任期満

了となります。 

新たに保健活動推進員を委嘱するため、11月の配送便にて推薦名簿等をお送りします

ので、御推薦をお願いいたします。 

 
【概 要】 

 ◇任  期：２年（令和７年４月１日～令和９年３月 31日まで） 

 ◇要  件：委嘱時に原則 78歳未満であること 等 

 ◇推薦人数：単位自治会・町内会あたり１名からを目安 

  ◇活動内容：地域の健康づくりの推進役、行政の健康づくり施策のパートナー役とし 

て、地域において生活習慣病予防などの健康づくり活動を行います。 

  ◇推薦期限：令和７年２月 21日（金）必着 

  ※その他詳細は別紙をご参照ください。 

 

 

【問合せ先】 

福祉保健課 健康づくり係 担当：中山・植田 電話：411-7138 FAX：316-7877 

 
 

13 令和７・８年度横浜市環境事業推進委員の推薦について 

 

 

環境事業推進委員の任期が終了することに伴い、新たに委嘱する環境事業推進委員の

御推薦をお願いいたします。 
つきましては、11月の配送便にて各自治会町内会長様あて推薦関係書類をお送りいた

します。 

  
【概 要】 

◇任  期：２年（令和７年４月１日から令和９年３月 31日まで） 

◇推進委員の主な活動：ごみの減量・リサイクルや地域の清潔保持等の推進 

◇推薦期限：令和７年２月 21日（金）必着 

◇提 出 先：資源循環局神奈川事務所 

 
【問合せ先】 

資源循環局 街の美化推進課 担当：鈴木・石田 電話：671-3817 FAX：663-8199 

資源循環局 神奈川事務所  担当：後藤・長野 電話：441-0871 FAX：441-5938 

推薦依頼 

推薦依頼 



9 
 

 

14 第 35期横浜市スポーツ推進委員候補者の推薦について 
 

 

各地域で御活躍をいただいております第 34期スポーツ推進委員の任期が、令和７年３

月 31日をもって満了となります。 

つきましては、11月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料をお送りいたします

ので、第 35期スポーツ推進委員候補者を御推薦くださるようよろしくお願いいたしま

す。 

 

※参考のため、推薦関係書類を席上の封筒にも封入しております。 

 
【概 要】 

◇任  期：２年（令和７年４月１日から令和９年３月 31日まで） 

◇職  務：地域スポーツの推進 

 ◇推薦人数：地域の実情に応じた人数（自治会町内会で必要な人数） 

◇提 出 物：第 35期横浜市スポーツ推進委員候補者推薦書の提出 

◇提出期限：令和７年２月 21日（金）必着 

 

【問合せ先】 

地域振興課スポーツ推進委員担当：宮本・萩原 電話：411-7092 FAX：323-2502 

 

 

 

15 一般廃棄物処理基本計画「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」への 

御協力の御礼について            

 

   令和５年度ごみと資源の総量（確定値）について、一般廃棄物処理基本計画「ヨコハ

マ３Ｒ夢プラン」の目標を達成した旨情報提供を行います。 

また、今回は令和６年１月にあらたに策定した一般廃棄物処理基本計画「ヨコハマ 

プラ 5.3計画」の主要取組であるプラスチックごみの分別・リサイクルの拡大の開始に

ついて情報提供を行います。 

 
※資料提供は連長までです。 
 

【問合せ先】 

資源循環局 政策調整課 担当：木村・川邊  電話：671-2503 FAX：550-4239 

 

推薦依頼 

情報提供 
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16 令和６年度「自治会町内会のための講習会」事例発表収録 

動画の YouTube配信について         

 

令和６年度の「自治会町内会のための講習会」について、昨年度に引き続き、より多

くの皆様に御紹介するため、事例発表の様子を収録した動画を YouTubeにて配信しま

す。  

つきましては、11月の配送便にて参考までに各自治会町内会長様あて関係資料を１部

お送りいたします。御視聴のほどよろしくお願いします。 

 

 

 

 

【問合せ先】 

 市民局 地域活動推進課 担当：川口・笹尾  電話：671-2317 FAX：664-0734 

 

 

 

17 自治会町内会デジタルツール展示・相談会について               
 

     

自治会町内会の役員の皆様向けに、活動におけるデジタルツールの活用（回覧板や会 

費集金等のデジタル化）に関する DX展示・相談会を市内３か所で開催します。当日

は、デジタル化でできることについて企業や団体の方にご紹介いただき、その後、直接

相談をいただける会となります。 

つきましては、11月の配送便にて参考までに各自治会町内会長様あて関係資料を１部

お送りいたしますので、参加希望の団体は、市民局地域活動推進課までエントリーシー

トのご提出をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

  市民局 地域活動推進課 担当：松永・石栗  電話：671-2317 FAX：664-0734 

 

 
 
 

御 案 内 

情報提供 
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18 消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

 

 
横浜市消費生活総合センターにおいて毎月作成している、最近の消費者被害等の事例

等をわかりやすくお伝えするチラシ「よこはまくらしナビ」12月号を 11月の配送便に

てお送りいたしますので、可能な範囲で掲示板への掲出をお願いいたします。 

 

 

【問合せ先】 

経済局 消費経済課 担当：新田・長岡  電話：671-2584  

Eメール：ke-syohiseikatsu@city.yokohama.jp  

 

 
 

19 第 13回神奈川区小学校音楽フェスティバルについて 

 

 
今年度（第 13回）は、区内小学校６校の参加により開催致しますのでお知らせ致し

ます。なお、来賓のご招待及び一般の方の来場は行いません。 

 
【概 要】 

  ◇名  称：第 13回神奈川区小学校音楽フェスティバル 

◇開催日時：令和６年 12月７日（土）10：30～12：40（※開場 10：00） 

  ◇会  場：神奈川公会堂（神奈川区富家町１－３） 

  ◇主  催：神奈川区青少年指導員協議会 

 
【ご連絡内容】 

(1) 地区連合町内会長 様は、当日、ご来場、ご鑑賞いただけます。ご来場の際は、別添 

のプログラムをお持ちの上、受付にご提示ください。 

(2) 例年、各地区連合町内会にご協力いただいておりました協賛金については、ご依頼 

致しません。 

 

 ※資料提供は連長までです。 

 

【問合せ先】 

  神奈川区青少年指導員協議会事務局（地域振興課） 担当：宮本・上段 

電話：411-7093 FAX：323-2502 

掲出依頼 

情報提供 

mailto:ke-syohiseikatsu@city.yokohama.jp


地区連合自治会町内会長 様

自治会町内会長 様

みどり環境局公園緑地管理課長

横浜市の公園が禁煙になることについての周知チラシの掲示について【掲示依頼】 

１ 事業の趣旨 

「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」を目指し、子どもたちが安

全に安心して遊べる環境を確保するとともに、多くの方が集い、憩う公園で、受動喫煙

対策を進めるため、横浜市公園条例の一部改正し、禁止行為に「喫煙をすること」を 

追加しました。令和７年４月から横浜市の公園は禁煙となります。 

  このことについて、広く市民の皆様にお知らせするため広報チラシを作成しましたの

で、自治会町内会の掲示板への掲出について御協力をお願いいたします。 

２ 対象公園 

横浜市が管理する、都市公園法に基づき設置されている公園が対象 

３ 今後の予定 

・令和６年 10月～  公園が禁煙になることについて、順次、広報・ＳＮＳ等や現地掲

示による事前周知を行っています。 

・令和７年 ４月～  条例施行に合わせて、さらに巡回指導等により周知と注意を行い

ます。 

４ お願いしたいこと 

【区連長】  御承知おきください。

【地区連長】 地区連合定例会等で周知をお願いします。

【単位会長】 単位自治会町内会あて掲示物を送付します。掲示について御協力をお願い

します。

５ 広報チラシの掲示期間等 

広報チラシの到着後から３月末までを目安に掲示をお願いします。チラシが劣化した

場合等には、新規のものをお渡しすることも可能ですので、公園緑地管理課あて御連絡

ください。

※ 掲示板の空き状況等により御無理のない範囲で御協力をお願いします。

※ 各区の区連会で、掲示期間について個別ルールがある場合は、状況に応じて御対応くだ

さい。大変お手数ですが、依頼掲示期間後の３月末になりましたら、処分していただきま

すようお願いします。

みどり環境局公園緑地管理課 
電話 045-671-2642 /FAX 045-550-3916 
メール mk-koenkanri@city.yokohama.lg.jp

区 連 会 1 1 月 定 例 会 資 料 

令 和 ６ 年 1 1 月 1 8 日 

みどり環境局公園緑地管理課 



【連絡先】 みどり環境局公園緑地管理課
TEL: 045-671-2642  MAIL: mk-koenkanri@city.yokohama.lg.jp

■屋外での受動喫煙対策について、引き続きご協力をお願いします。
望まない受動喫煙を防ぐため、喫煙が禁止されていない場所でも、周囲に人がいる場合には喫煙を控えるなどの配慮を
お願いします。また、市内全域でポイ捨ては禁止です。歩きたばこもやめましょう。

受動喫煙防止対策について
（健康福祉局健康推進課）

ポイ捨て・歩きたばこについて
（資源循環局街の美化推進課）

公園の禁煙化について
（みどり環境局公園緑地管理課）

令和７年４月から
横浜市の公園は
禁煙になります
みなさまが気持ちよく安心して公園を利用できるよう
ご理解とご協力をお願いします。



消防団員募集ちらしの掲出について 

消防団は、消火活動のみならず、地震や風水害等の多数の動員を必要とする大

規模災害発生時に非常に重要な役割を果たしており「自らの地域は自ら守る」と

いう精神に基づき、幅広い活動を行っています。 

神奈川消防団では随時団員を募集しています。各自治会・町内会長におかれま

しては、お住まいの地域の災害に強いまちづくりのために、住民の皆さまに向け

て、消防団員募集に御協力いただければと存じます。 

つきましては、各自治会・町内会の掲示板等に「消防団員募集チラシ」の掲出

を御依頼し申し上げます。 

【掲出期限】 

令和７年３月 31 日（月）まで 

※長期の掲出依頼となります。可能な期間で構いませんので掲出の御協力を

お願い申し上げます。

神奈川消防署総務・予防課消防団係 

担当：天野、林 

電話／FAX：045-316-0119 

区 連 会 説 明 資 料

令和６年 11月 14日

神 奈 川 消 防 署



◇神奈川消防団員募集中◇
入 団 資 格 ： 18歳以上の神奈川区内在住、在勤、在学の方

身 分 ： 非常勤特別職の地方公務員

報 酬 ： 年額報酬 役職が団員の場合 36,500円／年

出動報酬 火災等、災害活動に従事したとき 7,000円／回

訓練、防災指導等に従事したとき 3,500円／回

公 務 災 害 補 償 ： 消防団活動中に負傷した場合の補償制度あり

退 職 報 償 金 ： 消防団員として５年以上勤務し、退団した際に支給

資 格 取 得 制 度 ： 普通救命講習、上級救命講習、応急手当指導員、甲種防火管理者

福 利 厚 生 関 連 ： 健康診断、福祉共済制度あり

お 問 合 せ ： 神奈川消防署消防団係 ☎ 045-316-0119 Webで入団申請できます



大雪時の環状２号線 予防的通行止め規制について 

 

 

大雪時における路面凍結による事故防止および安全な道路交通の確保を図るため、環状２号線本線

の予防的通行止め規制を実施する場合があります。 

通行規制により地域の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、ご理解とご協力の程、よろし

くお願いいたします。 

 

【予防的通行止め規制】 

 規制区間：環状２号線本線 菅田入口交差点付近～羽沢横浜国大駅付近 

     上記区間の側道はご利用いただけます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の区間において、環状２号線本線が通行止めとなった場合、 

第三京浜道路羽沢 IC（オンランプ）はご利用いただけません。 

 

【情報提供】 

・神奈川土木事務所：環状２号線予防的通行規制情報（大雪時） 

 

 

・神奈川区役所Ｘ：@yokohama_KNGW 

・総務局危機管理課Ｘ：@yokohama_saigai 

 

【参考】 

神奈川区以外においても、大雪時の「予防的通行規制」が実施される場合があります。 

・道路局維持課：大雪時の予防的通行規制区間 

 

 

 

問い合わせ先：神奈川土木事務所 電話：491-3363 



 

 

「新たな横浜市地震防災戦略」（素案）に係る 

市民意見募集の実施について【情報提供】 
 

１ 趣旨 

横浜市では、令和６年能登半島地震の状況などを踏まえ、市の地震防災対策

を強化するため、新たな取組や重点施策などを盛り込んだ「新たな地震防災戦

略」の検討を進めています。 

12 月中旬に素案を公表し、市民の皆様から広く御意見をいただくための 

市民意見募集を行いますので、事前にお知らせします。 

 

 

 

 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で周知をお願いします。 

 

３ 市民意見募集について 

(1) 募集期間（予定） 

   令和６年 12 月中旬から令和７年１月中旬まで 

※ 詳細は、市ウェブページ等でお知らせします。 

※ 広報よこはま 12 月号においても御案内する予定です。 

(2) 素案及び概要版リーフレットの閲覧・配架場所 

市民情報センター（市庁舎３階）、各区役所広報相談係ほか 

※ 市ウェブページにも掲載します。 

(3) 御意見の提出方法 

横浜市電子申請・届出システム、リーフレット付属のはがきによる郵送、

電子メール又はＦＡＸ 

 

４ 今後のスケジュール 

・令和６年 12 月中旬～令和７年１月中旬 素案に係る市民意見募集 

 ・令和７年３月末 「新たな地震防災戦略」策定 

 
 

 

 

総務局危機管理室防災企画課 
担当 阿武（あんの）、⽥岡 
電話 045-671-4096 /FAX 045-641-1677 
メール so-bousaikikaku@city.yokohama.lg.jp 

市連会 11 ⽉定例会説明資料 
令 和 ６ 年 1 1 ⽉ 1 2 ⽇ 
総 務 局 防 災 企 画 課 

＜現在検討中の主な視点＞ 
・災害が起きる前からの備え（地震火災対策、耐震化、防災意識の啓発など） 
・被災者支援（避難所環境、物資、要配慮者支援、多様な避難への支援など） 
・災害時の拠点強化（旧上瀬谷通信施設地区への広域防災拠点の整備など） 
・公共インフラの強じん化（橋梁、道路がけ、上下水道の耐震化など） 



 
横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の方向けの 

マイナ保険証専用コールセンターについて【情報提供】 

 

１ 趣旨 

  本年 12 月２日で、横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の紙（プラスチック）の

健康保険証の新規交付が行われなくなり、医療機関の受診に際してはマイナ保険証の利用

が原則となります。 

なお、マイナ保険証の有無にかかわらず引き続き次の方法で受診をすることができます。 

  ＜12月２日以降の受診方法＞ 
 令和６年 12月２日～ 

保険証有効期限 
保険証有効期限後 

マイナ保険証がない方 ・有効期限内の健康保険証 
 

・資格確認書 
※資格確認書は自動交付されます 

マイナ保険証がある方 ・マイナ保険証 
・有効期限内の健康保険証 

・マイナ保険証 
 

   

横浜市では、横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者様向けに、マイナ保

険証に関するご質問にお答えするための専用コールセンターを設置しています。 

  専用コールセンターのご紹介とマイナ保険証の概要をお示しした資料を単位会長宛に

お送りしますので、適宜ご利用ください。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】ご承知おきください。 

【単位会長】資料をお送りしますので、ご承知おきください。 

 

３ 情報提供内容 

  次の内容を記載した資料を単位会長宛に送付します。詳細は別添をご参照ください。 

 (1) 専用コールセンターの情報 

 

       【専用コールセンター】 

    TEL:０４５－６２０－８１８７ 

    令和７年１月 31日まで（土日祝日を除く）９時から 19時まで 

 

 (2) マイナ保険証の概要 

    ア マイナ保険証とは 

   イ マイナ保険証の利用登録方法 

   ウ  マイナ保険証の使い方 

 (3) マイナ保険証を持っていない方の受診方法 

(4) よくある質問とその回答 

   被保険者の方、地域の方から多くいただく質問についてまとめています。 

市連会 11 月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 1 1 月 1 2 日 
健 康 福 祉 局 保 険 年 金 課 
     医 療 援 助 課 

健康福祉局保険年金課（国民健康保険） 
担当 二瓶、稲川、日景 
電話 045-671-2422 /FAX 045-664-0403 
メール kf-kokuho-skk@city.yokohama.jp 
健康福祉局医療援助課（後期高齢者医療） 
担当 杉田、藤井、伊藤 
電話 045-671-2409/FAX 045-664-0403 
メール kf-iryoenjo@city.yokohama.jp 

 

tel:%EF%BC%90%EF%BC%94%EF%BC%95%EF%BC%8D%EF%BC%96%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%8D%EF%BC%98%EF%BC%91%EF%BC%98%EF%BC%97
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【横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている皆さまへ】 

 

● 横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度のマイナ保険証移行に関する 

専用コールセンターを設置しています！ 

 

 【専用コールセンター】 

  TEL:０４５－６２０－８１８７ 

  令和７年１月 31日まで（土日祝日を除く）９時から 19時まで 

  

 

※横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の健康保険の方は、ご加入  

の健康保険にお問い合わせください。 

 

 

● マイナ保険証について 

 【マイナ保険証とは】 

  お持ちのマイナンバーカードを保険証としても利用することです。 

あらかじめ、自身で利用登録をする必要があります。 

  

【マイナ保険証の利用登録方法】 

  医療機関、薬局のカードリーダー等で利用登録をすることができます。 

  詳しい操作方法は、別紙１「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みは医療機関・薬局

の受付でもＯＫ！」を参照ください。 

 

 【マイナ保険証の使い方】 

  医療機関、薬局のカードリーダーにマイナ保険証を読み取ることで使うことができます。 

  詳しい操作方法は別紙２「マイナンバーカードを健康保険証として使うには」を参照ください。 

 

● 12 月２日以降の受診方法について 

12 月２日以降の受診方法についてまとめています。 

マイナ保険証がない方も安心して受診することができます。 

 令和６年 12月２日～ 

保険証有効期限 

保険証有効期限後 

マイナ保険証がない方 ・有効期限内の健康保険証 

 

・資格確認書 

※資格確認書は自動交付されます 

マイナ保険証がある方 ・マイナ保険証 

・有効期限内の健康保険証 

・マイナ保険証 
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マイナ保険証に関する質問 
（国民健康保険・後期高齢者医療制度） 

 

Q１ 12 月２日から紙の保険証が使えなくなるのですか 

１２月２日以降も紙の保険証に記載されている有効期限まで使用することができま

す。このため、12 月２日以降も紙の保険証は廃棄しないでお持ちください。 

 

Ｑ２ マイナ保険証として利用するにはどうすればいいのですか 

  マイナ保険証の利用登録をするには、ご自身のマイナンバーカードが必要となります。 

  以下の場所で、利用登録をすることができます。 

① 医療機関・薬局の受付（カードリーダー） 

② セブン銀行のＡＴＭ（セブンイレブン店舗等） 

③ ご自身のスマートフォン、パソコンからマイナポータルで登録 

 

Ｑ３ マイナ保険証が無い場合はどのようにして医療機関に受診すればいいのですか 

  紙の保険証が有効期限（最大令和７年７月 31 日まで）まで利用することができます。 

  また、マイナ保険証の利用登録をされていない方には、資格確認書を交付しますの

で、そちらを医療機関窓口等で提示いただくことで、これまでどおり医療機関等で受

診することができます。 

 

Ｑ4 医療機関のカードリーダーが故障等で使えない場合に、マイナ保険証の被保険者

は、どのように受診すればいいのですか。 

  マイナ保険証の利用登録をしている方には、保険者から「資格情報のお知らせ」（※）

を送付します。マイナ保険証を利用できない医療機関等に受診する場合には、マイナ保

険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に医療機関窓口に提示いただくことで、受診する

ことができます。 

 

※資格情報のお知らせ・・・簡便に保険情報を確認できるようA４サイズの用紙に被保険

者氏名、被保険者番号、一部負担割合等を記載しています。（後期高齢者医療制度の被

保険者については、令和７年８月１日以降発行いたします。） 



マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、
健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です！

医療機関・薬局の 受付でもOK！
当日その場でも
いいのね♪

健康保険証利用の
申込みのお問合せ先

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みは

顔認証付き
カードリーダーに

マイナンバーカードを置く

登録完了
同
意
取
得(

お
薬
情
報
な
ど)

利用

この画面から

お申込み

保険証登録未実施の
場合

次の画面へ

※カードリーダーのメーカーにより
画面が異なります

マイナンバーカードが
健康保険証として利用可能に！

※顔認証付きカードリーダーの機種によっては本人確認や同意取得の必要と
なるタイミングが、異なる場合があります。
※申込完了までに少々お時間をいただく場合がございます。
※転職・転居等により保険者が変わり手続が終了していない場合などには、
マイナ保険証で受診いただけないことがあります。

本
人
確
認(

顔
認
証
等)

別紙１



マイナンバーカードを健康保険証として使うには
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